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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第45期

第３四半期連結
累計期間

第45期
第３四半期連結
会計期間

第44期

会計期間

自平成21年
３月１日
至平成21年
11月30日

自平成21年
９月１日
至平成21年
11月30日

自平成20年
３月１日
至平成21年
２月28日

売上高（百万円） 35,452 11,706 54,277

経常利益又は又は経常損失（△）（百万円） 932 △62 3,556

四半期（当期）純利益又は四半期純損失（△）（百万円） 305 △48 1,926

純資産額（百万円） － 25,156 25,286

総資産額（百万円） － 41,657 43,836

１株当たり純資産額（円） － 2,549.912,563.19

１株当たり四半期（当期）純利益金額又は四半期純損失金額（△）

（円）
30.98 △4.89 194.50

潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額（円） 30.91 － 192.89

自己資本比率（％） － 60.4 57.7

営業活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△394 － 2,305

投資活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△2,081 － △1,469

財務活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△322 － △448

現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高（百万円） － 12,575 15,423

従業員数（人） － 536 551

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

　２．売上高には、消費税等は含まれておりません。　

３．当社の連結財務諸表に掲記される科目、その他の事項の金額については、従来、千円単位で記載しておりまし

たが、第１四半期連結会計期間より百万円単位で記載することに変更しております。なお、比較を容易にする

ため、前連結会計年度においても百万円単位に組替え表示しております。

４．第45期第３四半期連結会計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在

するものの１株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。
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２【事業の内容】

　当第３四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な

変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。

３【関係会社の状況】

　当第３四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

４【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

 平成21年11月30日現在

従業員数（人） 536(518)

　（注） 従業員数は、正社員及び契約社員の人数であり、（　）は、臨時雇用者の当第３四半期連結会計期間の平均人員数

（１日８時間換算）を外数で記載しております。

(2）提出会社の状況

 平成21年11月30日現在

従業員数（人） 397(495)

　（注）１．従業員数は、正社員及び契約社員の人数であり、（　）は、臨時雇用者の当第３四半期会計期間の平均人員数

（１日８時間換算）を外数で記載しております。

２．従業員数は就業人員であり、子会社への出向社員は含んでおりません。
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

　当社グループは、カタログ等による一般消費者向けの通信販売を主な事業としておりますので、生産及び受注の状況

に替えて商品仕入実績を記載しております。

　また、当社グループは単一セグメント・単一事業部門であるため、品目ごとに商品仕入実績及び販売実績を記載して

おります。

(1）商品仕入実績

事業区分 品目
当第３四半期連結会計期間
（自　平成21年９月１日
至　平成21年11月30日）

通信販売事業

服飾・服飾雑貨（百万円） 3,910

生活関連（百万円） 1,485

その他（百万円） 203

合計（百万円） 5,599

　（注）　上記金額には、消費税等は含まれておりません。

(2）販売実績

事業区分 品目
当第３四半期連結会計期間
（自　平成21年９月１日
至　平成21年11月30日）

通信販売事業

服飾・服飾雑貨（百万円） 8,430

生活関連（百万円） 3,014

その他（百万円） 261

合計（百万円） 11,706

　（注）　上記金額には、消費税等は含まれておりません。

２【事業等のリスク】

　当第３半期連結会計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した

事業等のリスクについての重要な変更はありません。

３【経営上の重要な契約等】

　該当事項はありません。
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４【財政状態及び経営成績の分析】

（1）経営成績の分析

当第３四半期連結会計期間（平成21年９月１日～平成21年11月30日）におけるわが国の経済は、世界的な景気

後退の影響により、企業収益が悪化したことから雇用・所得環境は一段と厳しさを増し、個人消費の低迷が続くな

ど大変厳しい状況で推移いたしました。また消費者の節約志向の高まりから低価格競争が激化し、デフレによる経

済への影響も懸念されるなど極めて厳しい状況が続いております。

当社グループは、独自のビジネスモデルである「コレクションシステム」を中心に、さらなる顧客との関係性強

化を推進してまいりました。また、Web・モバイルのリニューアルを行い、受注ツールとしてだけでなく、新規顧客

開拓や顧客とのコミュニケーション・ツールとして活用しております。特にモバイルからの受注は、期首からも大

きく伸張しております。

当期間においては、新規顧客及び休眠顧客の獲得数は前年同期を下回ったものの、課題であった顧客の休止数は

やや低下しました。しかし全体顧客数では前年に比べ減少いたしました。また衣料品の売上高に占める比率が低下

したことにより、顧客単価は前年同期に比べ低下いたしました。その結果、当第３四半期連結会計期間においては、

売上高は11,706百万円、販売費及び一般管理費は6,225百万円となりました。

利益面におきましては、営業損失は55百万円、経常損失は62百万円、四半期純損失は48百万円となりました。

（2）キャッシュ・フローの状況

当第３四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物（以下、「資金」という）は、第２四半期連結会計期間末に

比べ1,480百万円減少し、12,575百万円となりました。　

営業活動の結果使用した資金は548百万円となりました。これは主に減価償却費307百万円の計上及び未払金の

増加300百万円となったのに対し、売上債権の増加962百万円及び法人税等の支払375百万円があったことによるも

のであります。

投資活動の結果使用した資金は886百万円となりました。これは主に有形固定資産及び無形固定資産の取得によ

る支出866百万円があったことによるものであります。

財務活動の結果使用した資金は９百万円となりました。これは主にリース債務の返済による支出８百万円が

あったことによるものであります。

（3）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結会計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新

たに生じた課題はありません。

（4）研究開発活動

該当事項はありません。
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

当第３四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

(2）設備の新設、除却等の計画

当第３四半期連結会計期間において、前連結会計年度末に計画した重要な設備の新設、除却等について、重要な変

更はありません。　

なお、当第３四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の改修等の計画は、次のとおりでありま

す。

会社名
事業所名

(所在地)
設備の内容

投資予定金額
資金調達

方法

着手及び完了予定年月
完成後の

増加能力　
総額 既支払額

着手 完了
(百万円) (百万円)

提出会社

エスパス

フェリシモ

(神戸市須磨区)

基幹システム 1,600 155　 自己資金
平成21年

９月

平成23年

２月
－

（注）金額には消費税等は含まれておりません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 33,427,200

計 33,427,200

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成21年11月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成22年１月14日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 10,043,500 10,043,500
東京証券取引所

（市場第一部）

単元株式数

100株

計 10,043,500 10,043,500 － －
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（２）【新株予約権等の状況】

旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

①　平成15年12月18日臨時株主総会決議

区分
第３四半期会計期間末現在
（平成21年11月30日）

新株予約権の数（個） 1,186

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 118,600

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株当たり1,500

新株予約権の行使期間
自　平成18年２月１日

至　平成23年１月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　１株当たり1,500

資本組入額　１株当たり　750

新株予約権の行使の条件

①　本新株予約権の割当を受けた者（以下「本新株予約権

者」という。）は、権利行使時において、当社又は関係

会社の取締役、監査役、顧問もしくは従業員の地位を有

しているものとする。但し、その他取締役会が認める正

当な理由がある場合はこの限りでない。

②　本新株予約権者が死亡した場合は、相続人がその権利を

行使することができないものとする。

③　本新株予約権の質入その他一切の処分は認めないもの

とする。

④　その他の条件については、当社と対象取締役及び従業員

との間で締結する「株式会社フェリシモ 新株予約権

付与契約書」に定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項
本新株予約権を譲渡する場合には、取締役会の承認を要す

るものとする。

代用払込みに関する事項  －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項  －

　（注）１．当新株予約権は被合併会社（株）フェリシモ（神戸市須磨区）から引き継いだものであり、発行決議は被合

併会社（株）フェリシモ（神戸市須磨区）の臨時株主総会によるものです。

２．株主総会決議により承認を受けた新株予約権の数は1,656個で、そのうち当初の付与数は1,644個です。以降、

権利を行使した者又は退職等の理由により付与された新株予約権を行使する資格を喪失した者がおります

ので、減少しております。

３．当社が株式分割又は併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数が調整されます。但し、かかる調

整は、本新株予約権のうち、当該時点において行使されていない本新株予約権の目的となる株式の数につい

て行われ、調整の結果生じる１株未満の端数は切り捨てます。

調整後株式数　＝　調整前株式数　×　分割・併合の比率

また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い、本新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割

若しくは吸収分割を行う場合は、当社は必要と認める株式数の調整を行います。

４．株式の分割・併合及び時価を下回る価額で新株を発行する場合は、次の算式により発行価額を調整し、調整

による１円未満の端数は切り上げます。

    既発行

株式数
＋
新規発行株式数 ×

一株当たり

払込金額

調整後

払込金額
＝
調整前

払込金額
×

分割・新規発行前の株価

既発行株式数＋分割・新規発行による増加株式数

（併合の場合は減少株式数を減ずる）
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②　平成15年12月18日臨時株主総会決議

区分
第３四半期会計期間末現在
（平成21年11月30日）

新株予約権の数（個） 5

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 200,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株当たり1,500

新株予約権の行使期間
自　平成16年２月１日

至　平成23年１月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　1株当たり1,530

資本組入額　1株当たり　765

新株予約権の行使の条件

①　本新株予約権の質入その他一切の処分は認めないもの

とする。

②　その他の条件については、当社と本新株予約権者との間

で締結する「株式会社フェリシモ 新株予約権付与契

約書」に定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項
本新株予約権を譲渡する場合には、取締役会の承認を要す

るものとする。

代用払込みに関する事項  －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項  －

　（注）１．当新株予約権は被合併会社（株）フェリシモ（神戸市須磨区）から引き継いだものであり、発行決議は被合

併会社（株）フェリシモ（神戸市須磨区）の臨時株主総会によるものです。

２．当社が株式分割又は併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数が調整されます。但し、かかる調

整は、本新株予約権のうち、当該時点において行使されていない本新株予約権の目的となる株式の数につい

て行われ、調整の結果生じる１株未満の端数は切り捨てます。

調整後株式数　＝　調整前株式数　×　分割・併合の比率

また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い、本新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割

若しくは吸収分割を行う場合は、当社は必要と認める株式数の調整を行います。

３．株式の分割・併合及び時価を下回る価額で新株を発行する場合は、次の算式により発行価額を調整し、調整

による１円未満の端数は切り上げます。

    既発行

株式数
＋
新規発行株式数 ×

一株当たり

払込金額

調整後

払込金額
＝
調整前

払込金額
×

分割・新規発行前の株価

既発行株式数＋分割・新規発行による増加株式数

（併合の場合は減少株式数を減ずる）
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③　平成17年５月31日定時株主総会決議

区分
第３四半期会計期間末現在
（平成21年11月30日）

新株予約権の数（個） 841

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 84,100

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株当たり1,750

新株予約権の行使期間
自　平成19年６月１日

至　平成24年５月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　１株当たり1,750

資本組入額　１株当たり　875

新株予約権の行使の条件

①　本新株予約権の割当を受けた者（以下「本新株予約権

者」という。）は、権利行使時において、会社又は関係

会社の取締役、監査役、顧問もしくは従業員の地位を有

している者並びに当社又は当社子会社と業務の請負契

約を締結している者とする。ただし、その他、取締役会

が認める正当な理由がある場合にはこの限りではな

い。

②　本新株予約権者が死亡した場合は、相続人がその権利を

行使することができないものとする。

③　本新株予約権の質入その他一切の処分は認めないもの

とする。

④　その他の条件については、取締役会決議並びに株主総会

に基づき、会社と対象取締役及び従業員等との間で締

結する「株式会社フェリシモ 新株予約権付与契約

書」に定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項
本新株予約権を譲渡する場合には、取締役会の承認を要す

るものとする。

代用払込みに関する事項  －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項  －

　（注）１．株主総会決議により承認を受けた新株予約権の数は1,000個で、そのうち付与数は945個です。以降、権利を行

使した者又は退職等の理由により付与された新株予約権を行使する資格を喪失した者がおりますので、減少

しております。

２．当社が株式分割又は併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数が調整されます。但し、かかる調

整は、本新株予約権のうち、当該時点において行使されていない本新株予約権の目的となる株式の数につい

て行われ、調整の結果生じる１株未満の端数は切り捨てます。

調整後株式数　＝　調整前株式数　×　分割・併合の比率

また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い、本新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割

若しくは吸収分割を行う場合は、当社は必要と認める株式数の調整を行います。

３．株式の分割・併合及び時価を下回る価額で新株を発行する場合は、次の算式により発行価額を調整し、調整

による１円未満の端数は切り上げます。

    既発行

株式数
＋
新規発行株式数 ×

一株当たり

払込金額

調整後

払込金額
＝
調整前

払込金額
×

分割・新規発行前の株価

既発行株式数＋分割・新規発行による増加株式数

（併合の場合は減少株式数を減ずる）

EDINET提出書類

株式会社フェリシモ(E03467)

四半期報告書

10/27



（３）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。　

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数(株)

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金増
減額
（百万円）

資本準備金残
高（百万円）

平成21年９月１日～

平成21年11月30日
－ 10,043,500 － 1,868 － 4,842

（５）【大株主の状況】

　大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第３四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりませ

ん。 
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（６）【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記

載することができないことから、直前の基準日（平成21年８月31日）に基づく株主名簿による記載をしておりま

す。

①【発行済株式】　

 平成21年11月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式    180,100 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式  9,861,000 98,610 －

単元未満株式 普通株式      2,400 － －

発行済株式総数 10,043,500 － －

総株主の議決権 － 98,610 －

②【自己株式等】

 平成21年11月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合

（％）

株式会社フェリシモ
神戸市中央区浪花町

59番地
180,100 － 180,100 1.79

計 － 180,100 － 180,100 1.79
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２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成21年
３月

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月

最高（円） 1,770 1,730 1,725 1,660 1,754 1,746 1,750 1,745 1,520

最低（円） 1,411 1,560 1,623 1,560 1,632 1,630 1,653 1,480 1,225

　（注）最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

３【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までにおいて、役員の異動はありません。
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第５【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

（1）当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣

府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。　

（2）当社の連結財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、従来、千円単位で記載しておりました

が、第１四半期連結会計期間より百万円単位をもって記載することに変更しております。なお、比較を容易にする

ため、前連結会計年度についても百万円単位に組替え表示しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第３四半期連結会計期間（平成21年９月１日から平

成21年11月30日まで）及び当第３四半期連結累計期間（平成21年３月１日から平成21年11月30日まで）に係る四半

期連結財務諸表について、あらた監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年11月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年２月28日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 9,168 12,563

売掛金 4,678 4,979

有価証券 3,002 2,400

信託受益権 1,907 1,960

商品 5,188 5,355

貯蔵品 190 289

その他 1,170 967

貸倒引当金 △78 △92

流動資産合計 25,228 28,424

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） ※1
 2,897

※1
 3,095

土地 4,251 4,284

その他（純額） ※1
 1,414

※1
 1,031

有形固定資産合計 8,562 8,412

無形固定資産 3,426 2,563

投資その他の資産

投資有価証券 3,155 2,373

その他 1,342 2,122

貸倒引当金 △58 △59

投資その他の資産合計 4,439 4,436

固定資産合計 16,428 15,412

資産合計 41,657 43,836

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,672 ※3
 2,877

支払信託 8,037 ※3
 9,231

未払法人税等 121 753

販売促進引当金 315 465

その他の引当金 644 338

その他 2,462 2,618

流動負債合計 14,254 16,284

固定負債

退職給付引当金 1,918 1,864

その他 327 401

固定負債合計 2,246 2,265

負債合計 16,500 18,550
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年11月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年２月28日)

純資産の部

株主資本

資本金 1,868 1,868

資本剰余金 4,842 4,842

利益剰余金 19,290 19,280

自己株式 △385 △385

株主資本合計 25,616 25,605

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 12 10

繰延ヘッジ損益 △24 △10

為替換算調整勘定 △453 △325

評価・換算差額等合計 △465 △325

新株予約権 6 6

純資産合計 25,156 25,286

負債純資産合計 41,657 43,836
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（２）【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間
(自　平成21年３月１日
　至　平成21年11月30日)

売上高 35,452

売上原価 16,675

売上総利益 18,776

返品調整引当金戻入額 183

返品調整引当金繰入額 195

差引売上総利益 18,764

販売費及び一般管理費 ※
 17,865

営業利益 898

営業外収益

受取利息 50

受取補償金 19

その他 60

営業外収益合計 129

営業外費用

支払利息 0

為替差損 93

その他 1

営業外費用合計 95

経常利益 932

特別利益

貸倒引当金戻入額 0

特別利益合計 0

特別損失

固定資産除却損 27

たな卸資産評価損 271

特別損失合計 298

税金等調整前四半期純利益 635

法人税、住民税及び事業税 487

法人税等調整額 △157

法人税等合計 329

四半期純利益 305
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【第３四半期連結会計期間】
（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間
(自　平成21年９月１日
　至　平成21年11月30日)

売上高 11,706

売上原価 5,513

売上総利益 6,192

返品調整引当金戻入額 173

返品調整引当金繰入額 195

差引売上総利益 6,170

販売費及び一般管理費 ※
 6,225

営業損失（△） △55

営業外収益

受取利息 15

受取補償金 6

その他 18

営業外収益合計 39

営業外費用

支払利息 0

為替差損 47

その他 0

営業外費用合計 47

経常損失（△） △62

特別利益

貸倒引当金戻入額 0

特別利益合計 0

特別損失

固定資産除却損 1

特別損失合計 1

税金等調整前四半期純損失（△） △63

法人税、住民税及び事業税 72

法人税等調整額 △88

法人税等合計 △15

四半期純損失（△） △48
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間
(自　平成21年３月１日
　至　平成21年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 635

減価償却費 873

引当金の増減額（△は減少） 196

受取利息及び受取配当金 △50

売上債権の増減額（△は増加） 299

たな卸資産の増減額（△は増加） 263

仕入債務の増減額（△は減少） △1,376

未払金の増減額（△は減少） △168

その他 △26

小計 646

利息及び配当金の受取額 62

利息の支払額 △0

法人税等の支払額 △1,103

営業活動によるキャッシュ・フロー △394

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入 750

有価証券の償還による収入 1,500

有形固定資産の取得による支出 △603

無形固定資産の取得による支出 △1,449

投資有価証券の取得による支出 △2,283

その他 5

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,081

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出 △26

配当金の支払額 △295

その他 0

財務活動によるキャッシュ・フロー △322

現金及び現金同等物に係る換算差額 △49

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,848

現金及び現金同等物の期首残高 15,423

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 12,575
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

 
当第３四半期連結累計期間
（自　平成21年３月１日
至　平成21年11月30日）

　

会計処理基準に関する事項

の変更

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法の変更

たな卸資産

　通常の販売目的で保有するたな卸資産につい

ては、主として移動平均法による原価法によっ

ておりましたが、第１四半期連結会計期間より

「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業

会計基準第９号 平成18年７月５日公表分）が

適用されたことに伴い、主として移動平均法に

よる原価法（貸借対照表価額については収益

性の低下に基づく簿価切下げの方法）により

算定しております。

　これにより、当第３四半期連結累計期間の売

上総利益、差引売上総利益、営業利益及び経常

利益は、45百万円、税金等調整前四半期純利益

は、317百万円それぞれ減少しております。

　

 (2）「連結財務諸表作成における在外子会社の

会計処理に関する当面の取扱い」の適用

　第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸

表作成における在外子会社の会計処理に関す

る当面の取扱い」（実務対応報告第18号　平成

18年５月17日）を適用しております。

　なお、この適用による影響はありません。

　

 (3）「リース取引に関する会計基準」等の適用

　所有権移転外ファイナンス・リース取引につ

いては、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた

会計処理によっておりましたが、第１四半期連

結会計期間より「リース取引に関する会計基

準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17

日（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月

30日改正））及び「リース取引に関する会計

基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第

16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協

会　会計制度委員会）、平成19年３月30日改

正））を早期適用し、通常の売買取引に係る会

計処理によっております。また、所有権移転外

ファイナンス・リース取引に係るリース資産

の減価償却の方法については、リース期間を耐

用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用

しております。

　この変更による影響はありません。

　なお、リース取引開始日がリース会計基準適

用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス

・リース取引については、通常の賃貸借取引に

係る方法に準じた会計処理を採用しておりま

す。　
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【簡便な会計処理】

 
当第３四半期連結累計期間
（自　平成21年３月１日
至　平成21年11月30日）

　

１．棚卸資産の評価方法 　当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算

出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計

年度末の実地棚卸高を基礎として合理的な方

法により算出する方法によっております。

　

２．繰延税金資産の算定方法 　繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、

前連結会計年度末以降に経営環境等の著しい

変化が生じておらず、かつ、一時差異等の発生

状況について前連結会計年度末から大幅な変

動がないと認められる場合には、前連結会計

年度末において採用した将来の業績予想や

タックス・プランニングを利用する方法に

よっております。

　

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

当第３四半期連結累計期間　（自　平成21年３月１日　至　平成21年11月30日）

該当事項はありません。

【追加情報】

当第３四半期連結累計期間
（自　平成21年３月１日
至　平成21年11月30日）

　

（有形固定資産の耐用年数の変更）　

　第１四半期連結会計期間から、機械及び装置の耐用年数に

ついては法人税法の改正を契機として、その使用の状況に

基づき年数の見直しを行い、一部の資産について耐用年数

を変更しております。

　この変更が損益に与える影響は軽微であります。
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第３四半期連結会計期間末
（平成21年11月30日）

前連結会計年度末
（平成21年２月28日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額は、6,049百万円であ

ります。

※１．有形固定資産の減価償却累計額は、6,408百万円であ

ります。

　２．当座貸越契約

　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行

１行と当座貸越契約を締結しております。

　この契約に基づく当四半期連結会計期間末の借入未

実行残高は次のとおりであります。

　２．当座貸越契約

　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行

１行と当座貸越契約を締結しております。

　この契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残

高は次のとおりであります。

当座貸越極度額 1,000百万円

借入実行残高 －

差引額 1,000

当座貸越極度額 1,000百万円

借入実行残高 －

差引額 1,000

３．              ────── ※３．連結会計年度末日満期手形及び支払信託    

　連結会計年度末日満期手形及び支払信託の会計処理

については、当連結会計年度の末日が金融機関の休日

でしたが、満期日に決済が行われたものとして処理し

ております。当連結会計年度末日満期手形及び支払信

託の金額は、次のとおりであります。

 支払手形 336百万円

支払信託 2,527

（四半期連結損益計算書関係）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成21年３月１日
至　平成21年11月30日）

　

※．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

　

広告費 5,839百万円

運送費 2,206

給与手当 2,919

賞与引当金繰入額 393

減価償却費 870

　

当第３四半期連結会計期間
（自　平成21年９月１日
至　平成21年11月30日）

　

※．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

　

広告費 2,126百万円

運送費 738

給与手当 938

賞与引当金繰入額 184

減価償却費 306
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成21年３月１日
至　平成21年11月30日）

　

  ※．現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成21年11月30日現在）

　

 （百万円）

現金及び預金勘定 9,168

有価証券勘定 3,002

信託受益権勘定 1,907

償還期間が３ヵ月を超える債

券
△1,503

現金及び現金同等物 12,575

　

（株主資本等関係）

当第３四半期連結会計期間末（平成21年11月30日）及び当第３四半期連結累計期間（自　平成21年３月１日　至　

平成21年11月30日）

１．発行済株式の種類及び総数

普通株式  10,043千株

２．自己株式の種類及び株式数

普通株式  180千株

３．新株予約権等に関する事項

　　ストック・オプションとしての新株予約権

新株予約権の四半期連結会計期間末残高 提出会社　６百万円

　（注）ストック・オプションとしての新株予約権は、権利行使可能なものであります。

４．配当に関する事項

配当金支払額

　
　
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資 

平成21年５月27日

定時株主総会
普通株式 295 30 平成21年２月28日 平成21年５月28日利益剰余金
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

当第３四半期連結会計期間（自　平成21年９月１日　至　平成21年11月30日）及び当第３四半期連結累計期間　

（自　平成21年３月１日　至　平成21年11月30日）

　当社グループは、服飾・服飾雑貨及び生活関連商品を中心とした通信販売事業を単一で行っているため、事

業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

【所在地別セグメント情報】

当第３四半期連結会計期間（自　平成21年９月１日　至　平成21年11月30日）及び当第３四半期連結累計期間　

（自　平成21年３月１日　至　平成21年11月30日）

　本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報の記

載を省略しております。

【海外売上高】

当第３四半期連結会計期間（自　平成21年９月１日　至　平成21年11月30日）及び当第３四半期連結累計期間　

（自　平成21年３月１日　至　平成21年11月30日）

　海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。

（有価証券関係）

  当第３四半期連結会計期間末（平成21年11月30日）

  その他有価証券で時価のあるものが、企業集団の事業の運営において重要なものとなっており、かつ、前連結会

計年度の末日に比べて著しい変動が認められます。

 取得原価（百万円）
四半期連結貸借対照
表計上額（百万円）

差額（百万円）

(1）株式 － － －

(2）債券 　 　 　

国債・地方債等 4,530 4,552 21

社債 100 101 1

その他 1,499 1,499 －

(3）その他 － － －

合計 6,130 6,153 22

　

（デリバティブ取引関係）

　デリバティブ取引の四半期連結会計期間末の契約額等は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動がありま

せん。 

（ストック・オプション等関係）

該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第３四半期連結会計期間末
（平成21年11月30日）

前連結会計年度末
（平成21年２月28日）

１株当たり純資産額 2,549.91円 １株当たり純資産額 2,563.19円

２．１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額等

当第３四半期連結累計期間
（自　平成21年３月１日
至　平成21年11月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成21年９月１日
至　平成21年11月30日）

１株当たり四半期純利益金額 30.98円

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額
30.91円

１株当たり四半期純損失金額 4.89円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につい

ては、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損失

であるため記載しておりません。

　（注）　１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金

額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
当第３四半期連結累計期間
（自　平成21年３月１日
至　平成21年11月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成21年９月１日
至　平成21年11月30日）

１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期

純損失金額
　 　

四半期純利益又は四半期純損失（△）（百万円） 305 △48

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る四半期純利益又は四半期純損失

（△）（百万円）
305 △48

普通株式の期中平均株式数（千株） 9,863 9,863

 　 　

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 　 　

四半期純利益調整額（百万円） － －

普通株式増加数（千株） 22 －

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

（リース取引関係）

　リース取引開始日が平成21年２月28日以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借

取引に係る方法に準じて処理を行っておりますが、当四半期連結会計期間末におけるリース取引残高は、前連結会

計年度末に比べて著しい変動が認められないため、記載しておりません。 

２【その他】

該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成22年１月14日

株　式　会　社　フ　ェ　リ　シ　モ

取　締　役　会　御　中

あ ら た 監 査 法 人

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 笹　山　勝　則

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社フェリシ

モの平成21年３月１日から平成22年２月28日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成21年９月１日から平成

21年11月30日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成21年３月１日から平成21年11月30日まで）に係る四半期連結財務

諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期

レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財

務諸表に対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社フェリシモ及び連結子会社の平成21年11月30日現在の財政状態、

同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の経営成績並びに第３四半期連結累計期間の

キャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

　２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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